
2016．第 56 号21

一般質問皆様の声を 高島市政に

国
保
の
保
険
料
の
引
下
げ
が
必
要
で
は
？

国保・医療・
介護に

市の支援を

引
下
げ
を
検
討
で
き
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

答

　

一
部
の
階
層
で
は
、
県

下
２
番
目
の
高
額
な
保
険

料
に
な
っ
た
。
引
下
げ
が

必
要
で
は
な
い
か
。

　

収
納
が
進
み
、
滞
納
額

は
減
っ
て
い
る
が
差
押
件

数
が
増
え
、
国
・
県
よ
り

割
合
が
高
い
。
保
険
税
の

引
上
げ
は
、
払
え
な
い
世

帯
を
追
い
込
ん
で
い
る
の

で
は
な
い
か
。

　

自
立
を
励
ま
す
た
め
に

も
、
延
滞
金
は
分
納
誓
約

時
に
凍
結
を
。

問　

問　問　

健
康
福
祉
部
長

答
　

県
下
13
市
の
平
均
を
下
回
っ

て
お
り
、
上
か
ら
６
番
目
と

な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
会
計
か

ら
の
繰
り
入
れ
や
基
金
の
貸
付

も
受
け
て
お
り
、
国
保
税
の
引

下
げ
を
検
討
で
き
る
状
況
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●
市
民
の
願
い
に
応
え
る
、
公

共
交
通
施
策
の
在
り
方
を
問

う

そ
の
他
の
質
問

健
康
福
祉
部
長

総
務
部
長

副
市
長

答

答答

　

現
在
は
、
県
内
の
基
礎
デ
ー

タ
を
集
約
さ
れ
て
い
る
段
階
で

あ
り
、
そ
の
後
の
協
議
に
な
り

ま
す
の
で
、
結
果
が
出
ま
し
た

ら
、
速
や
か
に
報
告
い
た
し
ま

す
。

　

納
税
の
義
務
・
公
平
性
の
原

則
に
そ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　

地
方
税
法
に
基
づ
き
債
権
管

理
を
致
し
て
お
り
ま
す
。
分
納

時
の
延
滞
金
免
除
は
、
一
般
の

　

国
保
税
の
２
年
連
続
の

引
上
げ
は
、
市
民
に
大
き

な
負
担
を
強
い
、
平
成
30

年
度
に
、
市
か
ら
県
に
運

営
が
移
管
さ
れ
れ
ば
さ
ら

に
負
担
増
が
心
配
さ
れ

る
。
早
急
に
市
独
自
の
対

策
を
。

問　

健
康
福
祉
部
長

答
　

負
担
が
高
額
の
方
に
は
月
額

上
限
が
設
け
ら
れ
、
定
額
を
超

え
る
額
は
後
日
返
金
さ
れ
る
負

担
軽
減
策
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
さ
ら
な
る
支
援
策
が
必
要

と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

福井　節子 議員

納
税
者
と
不
公
平
が
生
じ
る
と

と
も
に
地
方
税
法
に
違
反
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
を
い
た
だ
き
た
い
。

　

要
支
援
１
お
よ
び
２
の

介
護
保
険
外
し
は
、
利
用

者
・
関
係
者
に
不
安
を
与

え
、
所
得
の
低
い
方
は
、

介
護
保
険
料
・
利
用
料
の

負
担
増
で
大
変
に
。
市
独

自
の
支
援
策
を
。

問　

　

福
祉
施
設
の
指
定
管
理

納
付
金
は
廃
止
し
、
老
朽

施
設
の
改
修
な
ど
に
活
用

出
来
る
よ
う
見
直
し
を
。

問　
健
康
福
祉
部
長

答
　

納
付
金
以
上
に
運
営
費
補
助

も
行
っ
て
お
り
、
収
益
が
上
が

れ
ば
還
元
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
福
祉
施
設
に
限
っ
た
納
付

金
軽
減
は
考
え
て
お
り
ま
せ

ん
。


